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資料１  

「新たな北海道医療計画」（仮称） 骨子（案） 

 

 

 「新たな北海道医療計画」（仮称） 現 行 計 画

 

 

  第７節 救急医療体制  第７節 救急医療体制

 

 ＜国指針の内容＞ 

 ○  救急医療資源に限りがある中で、増加傾向にあ

  る需要に対応しつつ、より質の高い救急医療を提

  供するためには、地域の救急医療機関が連携し、

  地域が一体として小児救急、周産期救急、精神科

  救急を含め、全ての救急患者に対応できる救急医

  療体制を構築することが重要

 

    １ 現 状    １ 現 状

    ２ 課 題    ２ 課 題

    ３ 必要な医療機能    ３ 必要な医療機能

    ４ 数値目標等    ４ 数値目標等

    ５ 数値目標等を達成するために必要な施策    ５ 数値目標等を達成するために必要な施策

    ６ 医療連携圏域の設定    ６ 医療連携圏域の設定

    ７ 医療機関等の具体的名称    ７ 医療機関等の具体的名称

    ８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割    ８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

    ９ 薬局の役割    ９ 薬局の役割

    10 訪問看護事業所の役割    10 訪問看護ステーションの役割 

   

  ＜道計画記載予定の内容（ポイント）＞  

  ● 疾病事業ごとに圏域・医療連携体制の検討協議  

  ● 増加する救急搬送を受け入れるために、地域に  

   おける救急医療機関の役割を明確化  

  ● 居宅・介護施設の高齢者が、自らの意思に沿っ  

  た救急医療を受け入れられるような環境を整備  

 ◆ 総医協救急医療専門委員会において協議  
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＜重症・複数科にわたるすべての重篤救急患者の受入体制＞

＜比較的軽症な救急患者の診療体制＞

三次救急医療（２４時間）

救 急 医 療 連 携 体 制

（令和5年4月現在）

初期救急医療（休日・夜間）

＜手術・入院を要する重症救急患者の受入体制＞

消 防 機 関 等

● 北海道救急医療・広域災害情報システム

＜24時間体制で医療機関情報を提供＞

● メディカルコントロールに基づく病院前救護体制

● 救急蘇生法等講習会、普及啓発活動

搬
送

受
診

搬
送

搬
送

救 急 患 者

重

症

度

情 報 提 供 等

◎本体制における医療機関等は第８章別表に掲載
※精神科救急医療は第３章第６節に記載

連
携

○休日夜間急患センター [ 15施設 ]

○在宅当番医制 [ 124市町村

～39郡市医師会：約1,300施設 ］

（両者を実施している地区は、相互に補完）

○救命救急センター
[1３施設（うち、高度救命救急センター１施設）]

○ドクターヘリ
[救命救急センターで実施 ：道央、道北、道東、道南 ]

二次救急医療（休日・夜間）

○病院群輪番制参加医療機関 ［ 137施設 ］

○救急告示医療機関 ［ 274施設 ］

転
送

転
送

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

連
携

連
携
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 「新たな北海道医療計画」（仮称） 現 行 計 画

 

 

  第８節 災害医療体制  第８節 災害医療体制

 

 ＜国指針の内容＞ 

 ○ 災害発生時に、災害の種類や規模に応じて利用

 可能な医療資源を可能な限り有効に使う必要があ

 るとともに、平時から災害を念頭に置いた関係機

 関による連携体制をあらかじめ構築しておくこと

 が必要不可欠。

 

    １ 現 状    １ 現 状

    ２ 課 題    ２ 課 題

    ３ 必要な医療機能    ３ 必要な医療機能

    ４ 数値目標等    ４ 数値目標等

    ５ 数値目標等を達成するために必要な施策    ５ 数値目標等を達成するために必要な施策

    ６ 医療連携圏域の設定    ６ 医療連携圏域の設定

    ７ 医療機関等の具体的名称    ７ 医療機関等の具体的名称

    ８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割    ８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

    ９ 薬局の役割    ９ 薬局の役割

    10 訪問看護事業所の役割    10 訪問看護ステーションの役割

  

  ＜道計画記載予定の内容（ポイント）＞ 

  ● 疾病事業ごとに圏域・医療連携体制の検討協議 

  ● 災害拠点病院等の機能強化 

  ● 災害医療体制の構築 

  ● 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の整備 

  ● 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）

  の活用 

  ◆ 総医協救急医療専門委員会において協議
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災 害 医 療 連 携 体 制

（令和５年４月現在）

急性期

● 北海道災害対策本部

・広域災害・救急医療情報システム ［ ＥＭＩＳ ］
＜被災地医療機関の被害状況・受入体制等の情報を発信＞

・救護班（ＪＭＡＴ等）派遣
・医薬品等供給

広
域
患
者
搬
送

搬送

○広域患者搬送

・消防防災ヘリ等 ［道防災航空室、札幌市消防局、自衛隊、海上保安庁、道警 ］

・ドクターヘリ ［ 道央、道北、道東、道南ﾄﾞｸﾍﾘ ］

○災害時の医療機能（急性期）

・基幹災害拠点病院 【札幌医科大学附属病院】

・地域災害拠点病院 【各第二次医療圏に３３施設】

・ＤＭＡＴ指定医療機関 【全道に３７施設】

衛星携帯
電話等

○保健所
（情報把握 ・
情報発信支援）

発 災

被災地域

○救護所
（避難所）

・地域災害
拠点病院

・地域災害拠点病院
（ ＤＭＡＴ ）

・基幹災害拠点病院
（ ＤＭＡＴ ）

・ 一般医療機関
・ 救急医療機関

○協力機関
【国立病院・日本赤十字社・公的病院・
道医師会・歯科医師会・薬剤師会・看護協会等】

医療救護活動
（感染症等の蔓延防止・

メンタルヘルスケア等）

・
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ

派
遣

情
報
収
集

情

報
発
信

応
急
資
機
材
貸
出

※災害拠点病院の機能

・傷病者等の受入・搬出等、広域搬送対応

・応急用資機材の貸出機能

・ＤＭＡＴの派遣機能 など

・地域災害拠点病院
（ ＤＭＡＴ ）

派
遣
依
頼

災害医療
コーディネーター

災害医療
コーディネーター
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「新たな北海道医療計画」（仮称） 現 行 計 画

 第12節 小児医療体制（小児救急医療を含む）  第11節 小児医療体制（小児救急医療を含む）

＜国指針の内容＞ 

○ 小児救急医療のみならず地域での一般の小児医

 療との連携も視野に入れながら小児の医療体制を

 構築 

○ 全ての小児医療圏で小児救急医療を含めて常時

 小児の診療ができる体制を確保

   １ 現 状    １ 現 状

   ２ 課 題    ２ 課 題

   ３ 必要な医療機能    ３ 必要な医療機能

   ４ 数値目標等    ４ 数値目標等

   ５ 数値目標等を達成するために必要な施策    ５ 数値目標等を達成するために必要な施策

   ６ 医療連携圏域の設定    ６ 医療連携圏域の設定

   ７ 医療機関等の具体的名称    ７ 医療機関等の具体的名称

   ８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割    ８ 歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割

   ９ 薬局の役割    ９ 薬局の役割

   10 訪問看護事業所の役割    10 訪問看護ステーションの役割

 

 ＜道計画記載予定の内容（ポイント）＞ 

 ● 疾病事業ごとに圏域・医療連携体制の検討協議 

 ● 医療的ケア児への支援 

 ●  小児救急電話相談事業の推進 

 ◆ 総医協地域医療専門委員会周産期・小児医療検

  討委員会等において協議
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三次救急医療（２４時間）

初期救急医療（休日・夜間）

二次救急医療（休日・夜間）

■重症救急患者の入院治療
○小児救急医療支援事業参加病院

（小児の輪番制参加病院） ［20圏域］

小 児 医 療 連 携 体 制

■重篤救急患者の救命治療
○救命救急センター [13施設]

（令和５年４月現在）

■軽症救急患者の治療
○休日夜間急患センター

○在宅当番医制参加病院

●小児救急医療地域研修事業

軽
症

重
症

重
篤

高度専門医療等

救
急
搬
送
等

一般の小児医療

専門医療等

連

携

連

携

消 防 機 関 等 救急

● 小児救急電話相談事業（＃８０００、看護師常駐・小児科医師バックアップ体制）
● 北海道救急医療・広域災害情報システム〈24時間体制で医療機関情報を提供〉
● 北海道周産期救急情報システム（医療機関・消防機関等への情報提供）
● 救急蘇生法等講習会、普及啓発活動 など

■情報提供・相談支援体制

小児患者（保護者）

連携

連携

発症

■高度で専門的な小児医療
（難病・先天性疾患・がん治療等）

[大学病院、

北海道立子ども総合医療・療育センター、

総合周産期母子医療センターなど ]

■特定分野の小児医療
■新生児医療
■医学的リハビリ、療育、在宅医療など

［北海道小児地域医療センター、
北海道小児地域支援病院、
地域周産期母子医療センター、
在宅医療を実施している診療所など］

■地域に必要な一般小児医療

■療育・療養が必要な小児に対する支援

［小児科病院・診療所、療育施設、

訪問看護事業所等］

参画

受
診


